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～要望書公開回答報告＆ 
2012年度自治委員会総会開催情宣号～ 

中百舌鳥キャンパス学生自治会 

大学へ出した要望書はどうなったの？ 

⇒要望書公開回答が行われました！ 

これから自治会は何をするの？ 

⇒前期自治委員会が開催されます！ 

これまで自治会は何をしたの？ 

⇒自治会のこれまでの活動報告！ 

全てはこの中に… GO!! ⇒ 
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要望書公開回答 報告！！ 
 

 2012年5月14日(月)､C1棟学術交流会館多目的ホールにて要望書公開回答が行われました。例年、

要望書（＊）に対する大学側の回答は、“要望書公開回答”という形で誰でも参加することができ

る公開形式で行われています。 

（＊）要望書…学生自治会が後期に行った要望アンケートなどを通して、学生のみなさんから寄せられた要望・意見をまと

めたものです。2011年度の要望書は2011年度の後期自治委員会総会にて可決され、学生の総意として大学に

要望を伝える際に用いられました。 

 

 

 

 

 

 

＊ここでは当日の学生からの質問とその回答の概要を載せています。ページの都合上すべては

掲載していません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 竹内学生センター長や高橋副学長などが出席しました。 

 今回はりんくうには中継せず、羽曳野には音声のみの中継を行いました。 

 CAP 制などについて、学生からの活発な質疑応答がありました。 

■公開回答で行われた質疑応答の内容については、学生自治会ウェブサイトに後
日掲載します。 

■公開回答の感想文用紙に寄せられた意見・質問に対する回答は、自治会総合情
報誌『NASCA』と学生自治会ウェブサイトに後日掲載します 

学生自治会ウェブサイト : http//zichikai.ehoh.net/ 

■博士後期の特別奨励金はどうなるのでしょうか？ 

⇒回答：現状維持で。しかしあまり知られていない状況にあるので見直しを行っていくつもり。 

■キャンパスプランの転がし方式があるが、それとは別に景観や道路の整備を行わないのか？

その舗装整備計画はあるのでしょうか？ 

⇒回答：危険なところや不便なところは行っていきたい。しかし、予算が限られているので優

先順位をつけつつ行いたい。 

■CAP 制は必要か？ 

⇒回答：文科省が提示している大学の基準を遵守しないといけない。大学としては授業時間外

学習時間を確保してほしい。 

■GPA について入学当初よくわからない。ちゃんと説明する気があるのか？ 

⇒回答：一応入学時に言っている。学内でもかなり利用されている。もし説明がなかったなら

ば教えてほしい。 

■化工やマテ工で教職を取ることができないほど CAP 制の制限が厳しい。来年度はどうなるの

でしょうか？ 

⇒回答：教職は 4 年間で取得することを前提としている。一般教養も同じくであり、カリキュ

ラム的には卒業できないということはない。別の時に取ってほしい。 
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Ⅰ．学費に関する要望 

Ⅱ．講義・履修に関する要望 

 

 

 

 ここでは、2011年度の要望書の内容とそれに対する大学側からの回答を原文で掲載しています。 

 

 

 
 
要望1:学費を増額しないこと 
 

回答…平成24年度については、授業料を改定する予定はありません。 

 

要望2:授業料減免制度の成績基準の緩和及び一部改正すること 
 

回答…現在、授業料等減免制度の見直しに係るワーキンググループを立ち上げて検討を行って

います。平成24年度に方向性を出したいと考えています。 

 

 

 

 

 

要望3:CAPの上限引き上げを段階的にすること 
 

回答…CAP制度はご存じのとおり、十分な勉強・学修時間の確保を目的に定められたものです。

学生のみなさんが様々な分野の学問に触れたいという熱意と、一つ一つの授業を十分に

履修することを両立させるため、成績優秀者に対しては上限を広げる制度を設けていま

す。この運用につきましては、各学域・学部で定めていますので、ご提案の内容をお伝

えします。 

 

要望4:抽選制度を改善すること 
 

回答…共通教育科目の事前抽選制度はご存じのとおり、受講生の希望と教員の指導、さらに時

間割・教室スペースとの調節を図るもので、現在においても過去の希望状況などを参考

に定員増などを行い、できる限り皆さんの希望に添えるように取り組んでいます。H24

年度から学域体制になることによる抽選方法は特に変更することにはしていません。ご

要望のような優先順位を付けることには、新たな当落偏重が発生することも考えられま

す。趣旨は十分理解していますので今後とも改善に向けた検討を進めていきます。 
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要望5:B14棟生活協同組合購買部施設（POCO）の出入口を整備すること 
 

回答…歩行者や自転車の通行上の障害になっていた植え込みを3月末に撤去し、出入り口周辺を

バリアフリーの広場に改修しました。あわせて、玄関前にあった自転車店をB1棟第2教

室裏側に移転しました。学生のみなさんも車椅子利用者等の妨げにならないよう、決め

られた場所に整列駐車するようにご協力ください。 

 

要望6:喫煙ルームを設け、学内の分煙化を進めること 
 

回答…平成22年度2月に厚生労働省から受動喫煙防止対策について通知があり、その中で、学校

など健康増進法第25条に規定される施設など多数の者が利用する公共的な空間について

は、原則的に全面禁煙であるべきであるとの見解が示されています。 

   本学としても、全学的な合意形成を図りながら、将来的な敷地内禁煙を視野に入れた検

討が求められています。 

   こうした中で禁煙である施設内に喫煙ルームを設けるといったことは考えておりません。 

   一方、空間分煙についても、改善も進めておりますが、未だに不明な点もあり、今後と

も見直しを行ってまいりたいと考えています。 

 

 

 

 

要望7:ウェブサイトに掲載されている研究室・ゼミナールの情報量  

および更新期間に一定の基準を設けること 
 

回答…ウエブサイトに掲載されている研究室の情報については、各研究室が自主的に管理して

いるもので、更新時期についても差異がみられます。研究室やゼミの選択手段として活

用されていることも認識しておりますので、学域・学部のホームページを含めて、最新

の情報を提供できるよう、学生委員会、教育運営会議などを通じて、積極的に働きかけ

を行っていきたいと考えています。 

Ⅲ．施設・設備・構内整備に関する要望 

Ⅳ．研究室・ゼミナールの情報に関する要望 
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ＷＨＡＴ ＩＳ 自治総？ 

 自治委員会総会（以下、自治総）とは、学生自治会が「学生とともに、よりよい学生生活

を実現する」ことを目的にこの半年間で行ってきた活動が本当にその目的にかなってい

たのか、またこれから半年間で学生自治会が行っていく活動が本当に学生のためになっ

ているのかを学生のみなさんに判断してもらうための場のことです。 

前期自治総の主な内容 

決議案提議 

 学生自治会のこれまで半年間の活動報告と、これから半年間の活動方針を示した

決議案を学生のみなさんに提議します。 

決算報告・予算案提議 

 みなさんからお預かりした自治会費がこれまで１年間でどのように使われたのか報

告し、そしてこれから１年間で自治会費をどのように使うのかを示した予算案を提議し

ます。詳しくは８ページをご覧ください。 

質疑応答 

 決議案や決算報告、予算案に関しての質問に担当者が回答します。何か疑問があれ

ば気軽に質問してください。 

採決 

 決議案と予算案が本当に「学生とともに、よりよい学生生活を実現する」という目的

にかなっているのか、学生のみなさんに判断してもらいます。ここで承認された活動

方針及び予算に沿って、これから半年間、学生自治会は活動していきます。 

次期中央執行委員会役員選挙 

 中央執行委員会は自治委員会総会の決定に沿って、自治会の短期間の活動の方針

を決定し、活動を執行していきます。ここではその中央執行委員会の役員選挙を行い

ます。 

 

2012年度前期自治委員会総会 

場所：Ｂ１棟 東大教室 

日程：６月１４日 木曜日 

自治総に参加してよりよい学生生活をつくって 

いきましょう！ 
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●大学運営に関する活動 

① 大学改革に伴い、学部・学科制および学域・学類制の学生にカリキ

ュラム等に関して不具合がないか情報収集を行いました。その結

果、専門科目の減少などが判明したため、学生自治会は高橋副学長

と話し合いました。その結果、学生に不具合が生じないように可能

な限り取り計らうとの返答を得ることができました。 

② 第 2 期中期目標をはじめとした大学の運営計画を注視してきまし

た。大学の運営計画の中に含まれる教員の削減に関しては未だに問

題が存在しているため、学生自治会は高橋副学長と話し合いを行っ

てきました。 

③ 府大と市大の一法人化の議論に関しても注視してきました。 

このページでは2011年度後期自治委員会総会からこれまで半年間の活動を簡単に説明します！！ 

●要望書に関する活動 

昨年10月～11月に全学生を対象にアンケートを行い、大学に対する意見や要望を募り、この

結果をまとめた要望書を作成しました。以下はこの要望書に関する活動です。 

・要望書説明会 

学生自治会は、要望書についての説明会を開き、大学の各部局の担当者など、大学執行

部に要望書を提出するとともに、内容について詳しく説明しました。要望書に載せきれな

かった意見は、意見集として提出しました。 

・要望書公開回答 

私たち学生自治会が提出した要望書に対する回答を公開形式で行うよう、大学に要請し

ました。その結果、公開回答は5月14日に行われ、25人の学生が参加しました。大学からは、

竹内学生センター長・高橋副学長ほか各担当課長らが出席しました。 

・生活協同組合(以下、生協)に関する意見について 

学生の要望の中にあった生協に関するものは生協に意見集として提出しました。 

・学生ポータルに関する意見について 

学生の要望の中には学生ポータルに関する要望も多くあったため、大学教務課の管理担

当者と、それらの要望について話し合いました。その結果、ポータルに不具合が起きない

よう調整すること、また、万一不具合が生じた場合、迅速にその旨と復旧の目安を学生に

メール等で連絡することを保証するという旨の確約を取り付けることができました。 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●勉学環境の改善に関する活動 

カリキュラムや教育設備をはじめ

とした勉学環境について、学生の意見

を大学に伝えられる恒常的なシステ

ムを創るために、高橋副学長・竹内学

生センター長と話し合いました。その

結果、学生の意見を定期的に取り入れ

ることを目的に、高等教育開発センタ

ー内に学生サポーターを置くなど、シ

ステムの構築を行っていくこととな

りました。 

●りんくうキャンパスに関する活動 

 りんくうキャンパスの学生の大学や学生自

治会に対する意見を集めるため、意見箱を使っ

て意見を収集してきました。また、自治会総合

情報誌 NASCAやポスターを使って情報宣伝を行

ってきました。 

●情報宣伝・情報収集に関する活動 

・情報宣伝 

 学生生活に関わる NASCA やウェ

ブページなどを通して学生に発信

してきました。また、これらの手段

を、より一層学生の興味・関心を引

くことができるように改善してき

ました。 

・情報収集 

 意見箱やウェブ掲示板、メール、

アンケートなどで学生の意見を収

集してきました。大学の情勢や社会

情勢を把握するために、学生センタ

ーや府大教との話し合い、新聞やイ

ンターネットを通じて情報収集し

てきました。 

●学生団体に関する活動 

① 月に一度学生団体連絡会議を開いて、学生団体間の情報交換・調整を行ってきました。 

② 全学新歓実行委員会・七夕祭実行委員会に活動場所として学生自治会室を提供する、役員

が実行委員として参加するなど協力してきました。 

③ 今年も大学からの要請により、入学式にてクラブ紹介を行いました。 

④ 新入生歓迎時期に、各学生団体に、新入生に対して過度な勧誘活動を行わないよう書面で

通達しました。 

 

僕
た
ち
の
活
動
を
知
っ
て
、 

意
見
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
☆ 
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●理学部研究室紹介冊子『4理inLAB』 

理学部の2、3回生回生を対象に昨年5月に

配布した理学部研究室紹介冊子『4理inLAB』

について、現4回生を対象にアンケートを行

いました。結果として、多くの学生から「役

に立った」という意見をいただくことがで

きました。 

●大型 PA 再購入実行委員会 

構成団体として、第４期再購入に

向けて定例会に参加し、話し合いを

してきました。 

●ステージ管理委員会 

① ステージの監視・保護などの管理業務

を行ってきました。 

② ステージの現状確認などのため、定例

会を開いて話し合いを行ってきまし

た。その結果、ステージの保管場所の

確定、ステージ保護のための UV シート

を購入することなどが決定しました。 

③ 新歓時期には、ステージ利用の調整会

議を開き、ステージを各学生団体が平

等に利用できるように図りました。 

●立て看板管理局 

① 友好祭実行委員会・白鷺祭実行委員

会とともに立て看板の管理・運用を

行ってきました。 

② 新歓時期には場所割り会議を行い、

各利用団体間で揉め事が起きないよ

うに図るとともに、利用団体が立て

看板をきちんと立てられるようにマ

ニュアルの配布・説明をしました。 

③ 友好祭本祭典では普段の管理に加

え、立て看板周辺の見回りを行う、

立て看板の周りに立ち入り禁止のテ

ープを張る、フリーマーケット出展

者には注意を促すビラを配るなどと

いったことを行いました。 

 

私たちの活動に質問

や疑問があれば！ 
 

自治委員会総会にて、

お聞きください！ 

ほかのページにも自治委員会総

会に関する情報がいっぱい！ 

Let’s GO!! 
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決算報告・予算案提議 
 

学生自治会は「学生とともに」学生生活をよりよくすることを目的に活動を行っており、

その活動を行っていくために、学生のみなさんから自治会費をお預かりしています。    

そのため、自治会費の使い方も学生のみなさんとともに考え、決定する必要があります。 

そこで、前期自治委員会総会では会計に関して以下のことを行います。 
 

決算報告・予算案提議 

これまで１年間で自治会費がどのように使われたかを報告し、これから１年間で自治会費を

どのように使っていくのかを提議します。 

会計監査報告 

決算について、不正や誤りがなかったかどうかを監査した結果を会計監査委員が報告します。 

質疑応答 

会計に関することについて、担当者に直接質問して、その場で回答を聞くことができます。 

採決 

自治会費の使い方が本当に学生のためになっているのかを、学生のみなさんに考え、判断し

てもらいます。採決で承認されると、学生自治会はその予算に沿って活動していきます。 
 
 

 

 

自治会費をより学生のためになるように活用していくためには、自治会活動や自治会費の

使い方に関する学生のみなさんの意見が必要です。そして、その意見を述べるには、みなさ

んが自治会活動や自治会費のことについて知ることが必要です。ぜひ、自治委員会総会に参

加して、自治会活動や自治会費のことについて理解を深め、意見を発してください。 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

みなさんの意見でこれからの自治会活動が決まります！！ 

これからの自治会活動をよりよくするために 

自治委員会総会に参加して、意見を発してください！！ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  2012 年度前期自治委員会総会から「大阪府立大学中百舌鳥キャンパス学生自治会」(以下、現学

生自治会)は「大阪府立大学中百舌鳥・りんくうキャンパス学生自治会」(以下、新学生自治会)に

組織改編することが 2011 年度後期自治委員会総会において決定しました。また、休止状態であ

った各学部ごとの学生自治会の完全廃止、及び新学生自治会への統合が決定しました。それに

伴い新学生自治会は、現学生自治会および各学部ごとの学生自治会が所有する財産を引き継ぎま

す。 

組織改編に伴う会計の扱いについて 
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次ページには、H23年11月上旬から、H24年2月下旬までに寄せられた意見・質問などと、それ

に対する学生自治会からの回答を載せています。 

 

意見箱回答 

～意見箱とは～ 

学生自治会は学生のみなさんから幅広く意見を集め、その情報を参考に自治会活動を行うた

めに意見箱を設置しています。また、大学に関する意見もこの意見箱で集めています。 

意見箱は、中百舌鳥キャンパスでは C5 棟学術情報センターの図書館への入り口を入ってす

ぐ左側の傘立ての横と B12 棟学生会館１階タダコピ横の２ヶ所、りんくうキャンパスでは２ 

階第２講義室前の１ヶ所に設置しています。 

なお、意見箱の回答は 2 週間に１度更新を行い、意見箱近くの掲示板や学生自治会ウェブ 

サイトに載せています。また、これまでの意見とその回答は、意見箱の近くにファイリングし

たものがあるので、いつでも閲覧できます。（こちらも web でご覧になれます。） 

～意見記入用紙について～ 

大学への要望や学生自治会への意見などを箱の横に置いてある用紙に書いて投函してくださ

い。意見用紙は学生自治会サイトからダウンロードすることもできます。意見記入用紙の項目

は次の通りです。 

１）大学への意見、要望等とその理由 

２）学生自治会に行ってほしい活動や、学生自治会への質問などとその理由 

３）その他、お気づきのこと 
 
 ※なお、意見箱に寄せられた意見は原文のまま記載しています。 
 ※その他、意見箱について詳しいことは学生自治会ウェブページ 

  (http://zichikai.ehoh.net/opinion/index.html)をご覧ください。 
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【更新日 11/11/01】無記入 

◎意見〈項目:1〉 

①友祭・鷺祭の人が大道具つくるか知らんけど道

をふさいでいて困ります。 

②学館 1F での課外活動を認めてほしい。  
       
◎学生自治会の回答 

①このような意見があったことを学団連にて各

団体に注意を促しておきます。つきまして、 

今後もこのようなことが続いているなら是非

意見をお願いします。 

②このような意見があったことを学生課に伝え

ました。しかし、明確な理由がなければ向こ 

うも納得しません。そこで、何のために利用 

するのか、なぜ使いたいのか等のことを追っ 

て書いていただけたらと思います。         

【更新日 11/11/01】経済学部経営学科 M1 回生 

◎意見〈項目:3〉 

学生自治会はなぜ 21 時以降も活動しているの 

ですか? 総会前以外など、忙しくない時期でも 

遅くまで残っています。学生自治会のみ特別と 

いうのは不公平です。  
       
◎学生自治会の回答 

基本的には21時には撤収準備をしていますが、

その日の業務によっては撤収に時間がかかること

があり、ご指摘のように時間を過ぎていることが

あります。つきまして、今後はより一層注意して

業務を行っていきます。        

【更新日 11/11/24】工学部 2 回生 

◎意見〈項目:1〉 

出席点をなくしてほしい。 
       
◎学生自治会の回答 

なぜ出席点をなくしてほしいのか、具体的な理

由を添えてもう一度お書きください。        

【更新日 11/11/24】 

工学部知能情報工学科 2 回生 

◎意見〈項目:1〉 

印刷枚数を増やしてほしい 
       
◎学生自治会の回答 

情報教育システムのプリンタの印刷制限枚数を

増やしてほしい、という意見ととらえて回答しま

す。学生の年間の印刷枚数の上限は 200 枚です 

が、適切な申請をすればさらに印刷することがで

きます。詳しくは、情報教育システムのウェブサ

イトを参照してください。   

【更新日 12/02/21】工学部 

◎意見〈項目:1〉 

研究で大学に泊まる時用にシャワーをあびれる

場所が欲しいです。 
       
◎学生自治会の回答 

このような意見があったことを学生課に伝えま

した。 
       
◎学生サポートグループの回答（2012/04/03 更新） 

現在、本学には福利厚生用のシャワーはありま

せん。各講義棟におけるシャワーの設置状況は、

次のとおりです。 

〔工学部〕 

  A6 棟  実験者用 

  A14 棟  トイレ横（緊急用シャワー） 

  B5 棟  トイレ横（緊急用シャワー） 

〔生命環境科学部〕 

  B4 棟  男子トイレ横（緊急用シャワー） 

  C17 棟  トイレ横（緊急用シャワー） 

  C19 棟  農作業実習用 

〔理学部〕 

  A13 棟 更衣室内トイレ横（緊急用シャワー） 

〔経済学部〕 

  なし 

〔人間社会学部〕 

  なし 

・クラブ等課外活動用としては体育会部室内、体

育部女子更衣室内等にもシャワーが設置されて

いますが、使用は課外活動が認められる午後９

時までです。 

•体育館も同様に体育の授業専用となっており、

夜間は使用できません。 

•学内で多くの学生が福利厚生用のシャワーの設

置を希望される場合には、コインシャワーの設

置等、関係先に働きかけを検討していきたいと

考えています。        

【更新日 12/02/21】 

生命環境学部植物バイオサイエンス学科 4 回生 

◎意見〈項目:1〉 

意見箱の口の 大きさ ＜ 紙 

これは入れにくいと思います。 
       
◎学生自治会の回答 

ご意見ありがとうございます。改善について検

討いたします。 
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 *学生生活お得情報* 

ご存知ですか？ 

創基１３０年記念事業！ 
 

 

 

 

私たちの府大は、２０１３年に「創基１３０年」を迎えます。 

大学ではそれにちなんで「創基１３０年記念事業」を行っており、その一環として、学生

による企画も募集しています。下記の要件を満たしている場合、大学による審査の上では

ありますが、大学から補助金が降りる、その企画に関して広報をしてもらえるなどの利点

があります。 

何かやりたいと思っている学生のみなさん、 

これを機にチャレンジしてみませんか？ 

創基 130周年記念事業に参加して、 

大学・学生生活を一緒に盛り上げていきましょう！ 
 
 

 

 

＜テーマ＞ 

・国際交流 

・地域との連携強化 

・高度研究型大学の推進 

・防災 

 

＜連絡先＞ 

大阪府立大学 広報渉外部広報課内 

創基１３０年事業推進事務局 

（中百舌鳥キャンパスＡ１棟 (大学本部)） 

電話：072-254-7620（2129） 

e-mail：souki130@osakafu-u.ac.jp 

http://www.osakafu-u.ac.jp/130/outline.html 

＜補助の条件＞ 

(1) 「大阪府立大学創基１３０年記念事業」の文字と「大阪府立大学創基１３０年事業シンボルマー

ク」をポスター、チラシ、プログラム等の案内の中に必ず掲載すること。 

(2) 主催者の開会挨拶等がある場合は、創基１３０年記念事業であることを紹介すること。 

(3) ポスター、チラシ、プログラム等を事務局あてに提出すること。 

(4) 企画の所有権・著作権の対価を大阪府立大学に請求することは一切行わないこと。 

(5) 事業の終了後に、指定の書式で結果報告を行うこと。 

創基 130年記念事業 募集要項 概要 

 

詳しくは 

こちらを 

参照！！ 
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乱丁・落丁はお取替えします。Ｂ12 棟２階の自治会室までお越しください。 
 

2012 年度前期自治委員会総会 
 開催します！！               
場所：Ｂ１棟 東大教室         
日程：６月１４日（木）          
開場：１７時４５分          
開会：１８時１０分                   

総会に参加して、 

よりよい学生生活をつくっていきましょう！ 


